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審議会からの意見

2 1
１-１　策定の趣旨
上から13行目

　このような状況の中、水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図るため、
平成30年12月に改正された水道法が、令和元年10月に施行されました。

　このような状況の中、令和元年 10 月には、水道の直面する課題に対応し、水道
の基盤強化を図るため、水道法が改正されました。

事務局訂正

3 2
１-２　水道ビジョンの位置づけ
上から1行目

　本ビジョンは、「第２次久喜市総合振興計画」や厚生労働省が示した「新水道
ビジョン」との整合性を図り、総務省が求めている「経営戦略」にも対応し、本市
水道事業の中長期的な事業運営の方針を示したものです。

図：第２次久喜市総合振興計画

　本ビジョンは、市の「総合振興計画」や厚生労働省が示した「新水道ビジョン」
との整合性を図り、総務省が求めている「経営戦略」にも対応し、本市水道事業の
中長期的な事業運営の方針を示したものです。

図：久喜市総合振興計画

事務局訂正

4 7 ２-２ 水道事業の沿革 表：Ｒ４　本ビジョン策定 表：Ｒ５．３　本ビジョン策定 事務局訂正

5 10
２-３-２ 各施設の概要
（１）吉羽浄水場

　当施設では汲み上げた地下水に対し、次亜塩素酸ナトリウムを注入して消
毒を施した後、急速ろ過機で除鉄・除マンガン処理を行い、配水池に送って
います。また、受水した県水に対しても、必要に応じて次亜塩素ナトリウ
ムを補注して配水池に送っています。
　配水池で両方の水を合わせて、配水ポンプで久喜地区に配水しています。

　当施設では汲み上げた地下水に対し、次亜塩素酸ナトリウムを注入して消
毒を施した後、急速ろ過機で除鉄・除マンガン処理を行っています。その後、
配水池に送り、県水とともに配水ポンプで久喜地区に配水しています。 審議会からの意見

6 14

２-４ 財政状況
上から1行目

上から6行目

　過去５年間（平成28年度から令和２年度まで）の決算における収益的収支と資本的収
支の推移は以下のとおりです。

 給水収益は約30億円から32億円で推移しています。供給単価に比べ、給水
原価の上昇幅が多くなっていますが、水道水を供給するための費用は、利用者か
らの水道料金で賄えています。
　過去５年間では建設改良等のための企業債の借入れを行わず、過去に借り入れ
た企業債の償還のみを行ったため、企業債残高は大幅に減少しています。

　直近５年間（平成28年度から令和２年度　　）の決算における収益的収支と資本的収
支の推移は以下のとおりです。

　給水収益は 32 億円前後で推移しています。供給単価に比べ、給水原価の上昇
幅が多くなっていますが、水道水を供給するための費用は、利用者からの水道料
金で賄えています。
　直近５年間では建設改良等のための企業債の借入れを行わず、過去に借り入れ
た企業債の償還のみを行ったため、企業債残高は大幅に減少しています。

審議会からの意見

7 16
３-２-１外部環境
（１）将来の給水人口と給水量

　平成23年度から令和２年度の給水人口実績値を基に、令和44年度まで
の推計を実施しました。令和２年度の実績値と令和44年度の推計値を比較
すると、給水人口は約４万２千人、一日平均給水量及び一日最大給水量は、
約１万３千㎥の減少が予測されます。

　平成 23 年度から令和２年度の給水人口実績値を基に、令和 44 年度まで
の推計を実施しました。令和２年度の実績値と令和 44 年度の推計値を比較
すると、給水人口は約４万人、一日平均給水量は、約１万㎥、一日最大給
水量は、約７千㎥ の減少が予測されます。

審議会からの意見

事務局訂正
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8 17
３-２-１外部環境
（２）施設の効率性低下

事務局訂正

9 17
３-２-１外部環境
（３）自然災害の影響

　近年、全国的に台風や地震、集中豪雨などによる河川の氾濫や土砂災害、
がけ崩れなどの甚大な被害が多発しています。本市においては、利根川、荒
川、江戸川等の河川の氾濫による洪水が危惧されており、水道水の供給を継
続するため、浄水場の耐水化を推進するなどの災害対策を講じる必要があり
ます。

　近年、全国的に台風や地震、集中豪雨などによる河川の氾濫や土砂災害、
がけ崩れなどの甚大な被害が多発しています。本市においては、利根川、荒
川、江戸川等の河川の氾濫による洪水が危惧されており、水道水の供給を継
続するため、　　　　　　　　　　　　　　　災害対策を講じる必要があり
ます。

審議会からの意見

10 17
３-２-２内部環境
（１）資産の老朽化

　また、管路に関しても、令和15年度以降には、経年化資産及び老朽化資産が
おおむね過半数を占めるようになります。

　また、管路に関しては、令和18年度以降で経年化資産及び老朽化資産が
　　　　過半数を占めるようになります。

審議会からの意見

11 18
３-２-２内部環境
（２）給水収益の減少

　給水収益については、人口減少などの影響により、令和４年度の予算値と
令和14年度（計画最終年度）の推計値を比較した場合、約１億７千万円
（約5.2％）の減少が予測されます。

　給水収益については、人口減少などの影響により、令和４年度の予算値と
令和14年度（計画最終年度）の推計値を比較した場合、約１億８千万円
（約 5.5％）の減少が予測されます。

事務局訂正

12 21 ３-３-２水質の現状と課題

図：水質検査採水地点 図：水質検査採水地点

事務局訂正

13 23 ３-３-３浄水場の現状と課題

《施設規模》
【現状】
　本市の施設利用率及び最大稼働率は、全国平均及び類似団体平均と比較し
て高い割合となっており、施設を効率良く使用しています。

【課題】
　水需要は減少が予測されることから、施設や設備の更新に合わせて施設規
模の適正化を図る必要があります。また、水源を県水に変更した浄水場の地
下水の取水施設や浄水施設は、現在休止していますので、今後取扱いについ
て調査していく必要があります。

※類似団体：現在給水人口規模15万人以上30万人未満の区分に該当する団体
と表下に追加

《施設規模》
【現状】
　本市の施設利用率及び最大稼働率は、全国平均及び類似団体平均と比較し
て高い割合となっています。

【課題】
　水需要は減少が予測されることから、施設や設備の更新に合わせて施設規
模の適正化を図る必要があります。また、現在保有する休止施設については、
今後取扱いについて調査していく必要があります。

審議会からの意見
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14 25 ３-３-３浄水場の現状と課題

《浸水対策》
【現状】
　　　　　　　　豪雨災害が各所で多発しているため、浄水場の電気室の扉
を止水扉に交換するなど浸水対策を進めています。

【課題】
　　　　　　　　　　　頻発する豪雨への対策は急務となっており、浸水対
策を講じる必要があります。

《浸水対策》
【現状】
　気候変動による豪雨災害が各所で多発しているため、水道施設の浸水対策
を進めています。
　
【課題】
　気候変動の影響により頻発する豪雨への対策は急務となっており、浸水対
策を講じる必要があります。

審議会からの意見

15 26 ３-３-４管路の現状と課題

《管路》
 

【課題】
　今後は法定耐用年数を超過する管路がさらに増加する　　　　　　ため、
計画的な更新が必要です。

《管路》

【課題】
　今後は法定耐用年数を超過する管路がさらに増加すると予測されるため、
計画的な更新が必要です。

審議会からの意見

16 26 ３-３-４管路の現状と課題

《耐震化》
【現状】
　本市の水道事業における基幹管路の耐震化率は令和２年度末時点で28.0％です。

《耐震化》
【現状】
　本市の水道事業における基幹管路の耐震化率は令和２年度末時点で30.0％です。

事務局訂正

17 27 ３-３-４管路の現状と課題

《管路内水質管理》

【課題】
　今後、　　　　　　　　　　経年化した管路が増えることにより、濁り水
の発生リスクが高まることが予想されるため、水道管洗浄作業などの維持管理
や計画的な管路の更新が必要となります。

《管路内水質管理》

【課題】
　今後、水道管の洗浄作業は、経年化した管路が増えることにより、濁り水
の発生リスクが高まることが予想されるため、　　　　　　　　　　　　　・
　計画的な管路の更新が必要となります。

審議会からの意見

18 29 ３-３-５危機管理の現状と課題

《応急給水》

【現状】
　本市では災害時の断水等に備え、応急給水活動に必要な水量を確保してい
ます。
　また、応急給水活動を実施するための給水車４台（加圧式１台、給水タン
ク搭載型３台）、仮設水槽 10 個、応急給水栓11基等を保有しています。

《応急給水》

【現状】
　本市では災害時の断水等に備え、応急給水活動に必要な水量を確保してい
ます。
　また、応急給水活動を実施するための給水車４台（加圧式１台、給水タン
ク搭載型３台）、仮設水槽 10 個、応急給水栓８基等を保有しています。

審議会からの意見

事務局訂正

19 31 ３-３-５危機管理の現状と課題 事務局訂正
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20 41 ５-１ 方策の体系 審議会からの意見

21 42

５-２-１
「安全」に関する課題と方策
（１）水源の課題と方策

課題：県水の安定受水
方策：埼玉県企業局等関係機関との連携

　浄水場の配水における県水の割合は、令和２年度時点で約95.5％を占めて
いることから、埼玉県企業局や関係機関と定期的な意見交換や情報交換を行い、
連携を図っていきます。

課題：県水の安定受水
方策：埼玉県企業局　　　　　との連携

　浄水場の配水における県水の割合は、令和２年度時点で約95.5％を占めて
いることから、埼玉県企業局　　　　　と定期的な意見交換　　　　　を行い、
連携を図っていきます。

審議会からの意見

22 42

５-２-１
「安全」に関する課題と方策
（２）水質の課題と方策

課題：地下水及び水道水の水質管理
方策：水質監視の継続及び衛生行政との連携

　今後も安心して使用できる水道水を供給するため、井戸から取水した地下水
の適切な浄水処理や水質監視を継続していきます。
　また、貯水槽水道の水質保全を図るため、衛生行政との更なる連携強化を図
っていきます。

課題：地下水及び水道水の水質管理
方策：水質監視の継続　　　　　　　　　　・

　今後も安心して使用できる水道水を供給するため、井戸から取水した地下水
の適切な浄水処理や水質監視を継続していきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　・

審議会からの意見

23 43

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（１）浄水場の課題と方策

事務局訂正

24 44

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（１）浄水場の課題と方策

審議会からの意見

25 45

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（２）管路の課題と方策

　管路については、漏水調査や水道管洗浄作業などの適切な維持管理を行いな
がら長寿命化を図るとともに、基幹管路、配水管の更新及び補強連絡管の整備
については、アセットマネジメントによる試算を実施し、重要度・優先度に応
じて更新需要を平準化したうえで、計画的に実施していきます。

　管路については、適正な維持管理を行いながら、老朽化が進んでいる耐震性
の低い管路の更新を優先的に行います。

審議会からの意見
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修正理由NO.
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26 46

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（２）管路の課題と方策

審議会からの意見

事務局訂正

27 47

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（３）危機管理の課題と方策

課題：応急給水体制の強化
方策：迅速で効果的な応急給水体制の構築

　災害発生直後は、市内の情報収集及び初動給水の準備を迅速に行い、速やか
に応急給水が実施できる体制を整えていきます。また、応急給水活動は水道施
設の被災状況、市内の断水状況、応急給水に必要な水の確保や災害発生からの
時間経過などの状況に合わせて行います。
　なお、応急給水活動に用いる給水車を増車する際は、普通自動車第1 種運転
免許で運転できる車両を導入します。

課題：応急給水体制の強化
方策：迅速で効果的な応急給水体制の構築

　災害発生直後は、市内の情報収集及び初動給水の準備を迅速に行い、速やか
に応急給水が実施できる体制を整えていきます。また、応急給水活動は水道施
設の被災状況、市内の断水状況、応急給水に必要な水の確保や災害発生からの
時間経過などの状況に合わせて行います。
　なお、現在保有している加圧式の給水車は１台のみであるため、増車の際は、
免許による運転への制限がかからないよう、小型の給水車を検討します。

審議会からの意見

28 47

５-２-２
「強靱」に関する課題と方策
（３）危機管理の課題と方策

課題：災害復旧マニュアルの見直し
方策：災害復旧マニュアルの更新

　自然災害やテロ、感染症など、あらゆる危機に迅速に対応できる体制を構築
するため、現行のライフライン（水道）災害復旧マニュアルや業務継続計画を
社会情勢の変化に合わせて適宜見直します。

課題：災害復旧マニュアルの見直し
方策：災害復旧マニュアルの更新

　自然災害やテロ、感染症など、あらゆる危機に迅速に対応する体制を構築す
るため、現行のライフライン（水道）災害復旧マニュアルや業務継続計画を社
会情勢の変化に合わせて適宜見直します。

審議会からの意見

29 48

５-２-３
「持続」に関する課題と方策
（１）運営体制の課題と方策

課題：健全な財政状況の維持
方策：１ 合理的な事業運営の実施
　　　２ 水道料金の適正な管理

　健全な財政状況を維持するため、経費削減に努め、事業運営の　　　　効率
化を図るとともに、　　　　　　　　定期的な料金算定の実施により、　　　・
　　　　　　　適正な料金体系を検討していきます。
　また、水道料金については、公平かつ確実な徴収を実施していきます。

課題：健全な財政状況の維持
方策：１ 合理的な事業運営の実施
　　　２ 水道料金の適正な管理

　健全な財政状況を維持するため、経費削減に努め、事業運営の合理化や効率
化を図るとともに、企業債の借入れや定期的な料金算定の実施により、経営の
安定化に向けた適正な料金体系を検討していきます。
　また、水道料金について　、公平かつ確実な徴収を実施していきます。

事務局訂正

30 49

５-２-３
「持続」に関する課題と方策
（１）運営体制の課題と方策

課題：情報提供方法の充実
方策：多様な情報発信ツールの活用

　水道に関する情報は、「市ホームページ」や「水道だより」にて適宜発信して
いますが、今後は従来の方法に加え、SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）等の多様な情報発信ツールを活用し、利用者の皆様に効率的な情報
提供を図っていきます。

課題：情報提供方法の充実
方策：多様な情報発信ツールの活用

　水道に関する情報は、「市ホームページ」や「水道だより」にて適宜発信して
いますが、今後は従来の方法に加え、SNS　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　  等の多様な情報発信ツールを活用し、利用者の皆様に効率的な情報
提供を図っていきます。

審議会からの意見

31 51 ５-３ 方策の年次計画 審議会からの意見

32 53

６-２
経営比較分析表を活用した
現状分析

　本市水道事業の経営状況について、総務省が定めた「経営比較分析表」を用い
て分析しました。「経営比較分析表」は、経営の健全性・効率性及び施設の老朽
化の状況を表す指標の経年比較や類似団体との比較などで構成されています。
　なお、経営比較分析表における類似団体とは、「現在給水人口規模15 万人以
上30 万人未満」の区分に該当する団体のことをいいます。
　また、全国平均については、末端給水事業の全事業体を対象としています。

　本市水道事業の経営状況について、総務省が定めた「経営比較分析表」を用い
て分析しました。「経営比較分析表」は、経営の健全性・効率性及び施設の老朽
化の状況を表す指標の経年比較や類似団体との比較などで構成されています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　・

審議会からの意見

5
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33 53 ６-２-１
経営の健全性・効率性について

【経常収支比率】【料金回収率】
　経常収支比率とは、給水収益等の収益（経常収益）で維持管理費や支払利
息等の費用（経常費用）をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度収
支が黒字であることを示す100％以上であることが望ましい指標です。
　料金回収率とは、給水原価に対する供給単価の割合であり、水道水の給水
に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表す指標です。収入安定化
のためには、100％以上であることが望ましいとされています。
　本市では、過去５年間においてどちらの指標も100％ 以上を維持してお
り、健全な経営を続けているといえます。
　なお、令和２年度については、コロナ禍における市民生活や事業活動へ
の支援として実施した、水道料金の基本料金２ヶ月分免除の影響により、
一時的に数値が低下しています。

【経常収支比率】【料金回収率】
　経常収支比率とは、給水収益等の収益　　　　　　で維持管理費や支払利
息等の費用　　　　　　をどの程度賄えているかを表す指標です。単年度収
支が黒字であることを示す100％以上であることが望ましい指標です。
　料金回収率とは、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水道水の給水
に係る費用がどの程度給水収益で賄えているかを表す指標であり、　　　　・
　　　　　　100％以上であることが望ましい指標です。
　本市では、過去５年間においてどちらの指標も100％ 以上を維持してお
り、健全な経営を続けているといえます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　・

審議会からの意見

事務局訂正

34 55
６-２-１
経営の健全性・効率性について

【流動比率】
流動比率とは、短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。１年以内
に支払わなければならない債務（流動負債）に対して、支払うことができる
現金等（流動資産）をどの程度有しているかを示しているため、100％以上
であることが望ましいとされています。

【流動比率】
流動比率とは、短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。１年以内
に支払わなければならない債務　　　　　　に対して　支払うことができる
現金等　　　　　　がある状況を示す100％以上であることが望ましいとされ
ています。

審議会からの意見

事務局訂正

35 56
６-２-１
経営の健全性・効率性について

【企業債残高対給水収益比率】
　企業債残高対給水収益比率とは、給水収益に対する施設の建設や改良等の
ために借り入れた企業債残高の割合を示す指標です。
　本市では、全国平均値や類似団体平均値を下回っており、過去５年間にお
いて、企業債の発行が抑制されていることを示しています。

【企業債残高対給水収益比率】
　企業債残高対給水収益比率とは、給水収益に対する施設の建設や改良等の
ために借り入れた企業債残高の割合を示す指標です。
　本市では、過去５年間において全国平均値や類似団体平均値を下回り、企
業債の発行が抑制されていることを示しています。

事務局訂正

36 57
６-２-１
経営の健全性・効率性について

【給水原価】
　給水原価（円／㎥）＝｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価
　　　　　　　　　　　 ＋附帯事業費）－長期前受金戻入｝÷年間総有収水量

【給水原価】
　給水原価（円　　）＝　経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価
　　　　　　　　　　　 ＋附帯事業費）－長期前受金戻入　÷年間総有収水量

事務局訂正

37 58
６-２-１
経営の健全性・効率性について

【施設利用率】
　施設利用率とは、一日配水能力に対する一日平均給水量の割合で、水道施
設の利用状況や適性規模を判断する指標です。一般的に高い数値であること
が望ましいとされていますが、老朽化した施設の更新や事故対応などのため
には、一定の余裕が必要となります。
　本市では、過去５年間において75％以上を維持し、全国平均値や類似団
体平均値を上回っているため、一定の余裕を保ちながら施設を効率的に活用
できています。

【施設利用率】
　施設利用率とは、一日配水能力に対する一日平均給水量の割合で、水道施
設の利用状況や適性規模を判断する指標です。一般的に高い数値であること
が望ましいとされていますが、老朽化した施設の更新や事故対応などのため
には、一定の余裕が必要となります。
　本市では、過去５年間において100％を下回っていますが、全国平均値や
類似団体平均値を上回っているため、一定の余裕を保ちながら施設を効率的
に活用できています。

審議会からの意見

38 61
６-２-２
施設の老朽化の状況について

【管路更新率】
　管路更新率とは、水道管の総延長に対して当該年度に更新した水道管延長
の割合を表した指標です。
　本市では、過去５年間において減少傾向が続いており、特に令和元年度以
降については、全国平均値や類似団体平均値を下回っていることから、老朽
化に対して更新のペースが追い付いていない状態を示しています。

【管路更新率】
　管路更新率とは、水道管の総延長に対して当該年度に更新した水道管延長
の割合を表した指標です。
　本市では、過去５年間において減少傾向が続いており、　　　　　　　　・
　　　　　　　全国平均値や類似団体平均値を下回っていることから、老朽
化に対して更新のペースが追い付いていない状態を示しています。

審議会からの意見

39 65 ６-４-１投資試算

○浄水場の投資計画（主なもの）
　浄水場ごとの事業費の合計額（一番右の行）
「吉羽浄水場」…「  524,892」
「鷲宮浄水場」…「   95,968」
「　合　計　」…「4,901,870」

○浄水場の投資計画（主なもの）
　浄水場ごとの事業費の合計額（一番右の行）
「吉羽浄水場」…「  524,882」
「鷲宮浄水場」…「   99,928」
「　合　計　」…「4,905,830」

事務局訂正

40 66
６-４-２財源試算
（１）収益的収支

　人口減少に伴い給水収益の減少が見込まれますが、今後10 年間は現行の
料金体系で収益的収支の損益黒字を維持できます。
　収益的収入・収益的支出と損益の見通しは以下のとおりです。

　人口減少に伴い給水収益の減少が見込まれますが、今後10 年間は現行の
料金体系で収益的収支の損益黒字を維持できます。
　収益的収支の見通しは以下のとおりです。

審議会からの意見
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41 67
６-４-２財源試算
（２）資本的収支

　｢６－２経営比較分析表を活用した現状分析｣のとおり、前回ビジョンの計
画期間においては、企業債の発行を抑制しながら施設等の更新を行ってきま
したが、今後は老朽化の進行に伴い更新需要の増加が見込まれます。
　そのため、企業債の借入により財源を確保しながら施設の更新を行い、資
金残高２０億円の確保を目指します。資本的収入・資本的支出と資金残高、
及び企業債償還金・支払利息と企業債残高の見通しは以下のとおりです。

　｢６－２経営比較分析表を活用した現状分析｣のとおり、前回ビジョンの計
画期間においては、企業債の発行を抑制しながら施設等の更新を行ってきま
したが、今後は老朽化の進行に伴い更新需要の増加が見込まれます。
　そのため、企業債の借入により財源を確保しながら施設の更新を行い、資
金残高２０億円の確保を目指します。資本的収支と資金残高の見通しは以下
のとおりです。

審議会からの意見

42
68、
69

６-４-２財源試算

・表の右上に追加
　収益的収支 …（単位：千円、税抜）
　資本的収支 …（単位：千円、税込）

・企業債の借入条件の訂正及び新人口ビジョンを反映したによる数値修正。

・表の右上
　収益的収支 …（単位：千円　　　）
　資本的収支 …　　　　　　　　　　・

審議会からの意見

事務局訂正

43 70
６-４-３財源試算の詳細
（１）収益的収入

（※令和２年度については、コロナ禍における市民生活や事業活動への支
援として実施した水道料金の基本料金免除の影響により、供給単価が一時的
に低下したことから、令和元年度の供給単価を採用しています。）

②水道利用加入金
　水道利用加入金は、給水装置（ 水道メーター） の新設工事又は改造工事
（口径を増す場合に限る）の申込者が納付する料金です。令和３年度予算に
おける給水収益に対する加入金の割合に、推計した将来の給水収益を乗じて
算出しています。

④その他の収入
　その他の収入は、平成30 年度から令和４年度までの５年間の平均値とし
ています。
　※平成30年度から令和２年度：実績値
　　令和３年度、令和４年度 ：予算値

（※令和２年度については、コロナ禍における市民生活　　　　　への支
援として実施した水道料金の基本料金免除の影響により、供給単価が一時的
に低下したことから、令和元年度の供給単価を採用しています。）

②水道利用加入金
　水道利用加入金は、給水装置の新設工事又は改造工事（水道メーターの口
径を増す場合に限る）の申込者が納付する料金であるため、令和４年度予算
値を基準として給水収益に比例することとし算出しています。

④その他の収入
　その他の収入は、平成28年度から令和２年度までの実績の平均値、また
は、令和４年度の予算値に基づき算出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

事務局訂正

44 71
６-４-３財源試算の詳細
（２）収益的支出

①職員給与費
　職員給与費は、職員数に一人あたりの単価を乗じて算出しています。
　※職員数合計：29 人、一人あたりの単価： 7,883 千円／年

②動力費　　　　・
　動力費　　　　　は、令和２年度における有収水量１㎥あたりの単価に
有収水量の予測結果　　　　　　　を乗じて算出しています。

④受水費
　受水費は、推計した将来の受水量に受水費単価を乗じて算出しています。
受水費単価については埼玉県水道用水供給事業の令和３年度末時点の料金
を採用しています。
　※将来の受水量：総取得水量×96％、受水費単価：61.78 円

⑥その他の費用
　その他の支出は、平成30年度から令和４年度までの５年間の平均に物価
上昇を考慮して算出しています。
　※平成30年度から令和２年度：実績値
　　令和３年度、令和４年度 ：予算値

①職員給与費
　職員給与費は、令和３年度予算を基準とし、賃金上昇率を乗じて算出して
います。賃金上昇率は人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント（令
和元年8月）」で整理された公務員の平均年間給与増減率の平成28年度か
ら令和２年度における平均値0.4％を採用しています。

②動力費・薬品費
　動力費及び薬品費は、令和２年度における有収水量１㎥あたりの単価に
有収水量の予測結果及び物価上昇率を乗じて算出しています。

④受水費
　受水費は、推計した将来の受水量に受水費単価を乗じて算出しています。
受水費単価については埼玉県水道用水供給事業の令和３年度　時点の料金
を採用しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

⑥その他の費用
　その他の支出は、平成28度から令和２年度までの実績の平均値に物価上
昇を考慮して算出しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

事務局訂正
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45 72
６-４-３財源試算の詳細
（３）資本的収入

①企業債
　　　　　　　　　　　　　　　　資金残高２０億円を確保できる水準を計
上しています。
　○企業債＝（建設改良費―工事負担金）×起債比率

②工事負担金
　工事負担金は平成30年度から令和４年度までの５年間の平均値としてい
ます。
　※平成30年度から令和２年度：実績値
　　令和３年度、令和４年度 ：予算値

①企業債
　６－３経営の基本方針に基づき、資金残高２０億円を確保できる水準を計
上しています。
　○企業債＝（建設改良費―工事負担金）×起債比率

②工事負担金
　工事負担金は平成28年度から令和2年度実績の平均値で一定としていま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　 ・

事務局訂正

46 72
６-４-３財源試算の詳細
（４）資本的支出

①建設改良費
　建設改良費は投資試算で積算した金額を採用しています。
　　　　　　　　　　・
　工具、器具及び備品については、今後導入を予定している給水車や職員用
端末等の金額を計上しています。

①建設改良費
　建設改良費は投資試算で積算した金額を採用しています。
⑧工具、器具及び備品
　工具、器具及び備品　　　　は、今後導入を予定している給水車や職員用
端末等の金額を採用しています。

事務局訂正

47 73
６-４-３財源試算の詳細
将来値設定条件の表

削除 事務局訂正

48 74

６-４-４
投資財政計画に未反映の取組みや
今後検討予定の取組みの概要

P73

　現時点では内容が未確定であり、今後検討が必要な事項は以下のとおりです。
これらについては内容が確定し、本市への影響が見込める状況になった場合に、
投資・財政計画の見直しを行います。

（1）県水受水単価の変動
（2）適正な施設規模
（3）休止施設の取扱い
（4）デジタル化の推進
　　　　　　　　　 ・
　　　　　　　　　 ・

P74

　現時点では内容が未確定であり、今後検討が必要な事項は以下のとおりです。
これらについては内容が確定し、本市への影響が見込める状況になった場合に、
投資・財政計画の見直しを行います。

（1）県水受水単価の変動
（2）適正な施設規模
（3）休止施設の取扱い
（4）デジタル化の推進
（5）広域化の取組み
（6）民間活力の導入

審議会からの意見

事務局訂正

49 75 フォローアップ 審議会からの意見

50 78
<用語解説>
給水原価

　有収水量1㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。
　　給水原価（円／㎥）＝｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価
　　　　　　　　　　　　＋附帯事業費）－長期前受金戻入｝÷年間総有収水量

　有収水量1㎥あたりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標。
　　給水原価（円/㎥ ）＝（経常費用－受託工事費－材料及び不用品売却原価
　　　　　　　　　　　　－付帯事業費－長期前受金戻入）÷年間総有収水量

事務局訂正

51 78
<用語解説>
供給単価

　有収水量1㎥あたりについて、どれだけの収益を得ているかを表す指標。
　　供給単価（円／㎥）＝給水収益÷年間総有収水量

　有収水量1㎥あたりについて、どれだけの収益を得ているかを表す指標。
　　供給単価（円　　）＝給水収益÷年間総有収水量

事務局訂正

52 82
<用語解説>
有収率

　浄水場から配水された水道水（配水量）に対する料金徴収の対象となった水量
（有収水量）の割合を表す指標。
　　有収率（％）＝年間総有収水量÷年間総配水量×１００

　浄水場から配水された水道水のうち水道料金として回収された比率を表す指標。

　　有収率（％）＝年間総有収水量÷年間総配水量×１００
審議会からの意見
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